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は じ め に 
 
私たちの社会の将来は現在の子どもたちの双肩にかかっています。そして、今

日の社会は、かつて子どもであった私たちおとなによって担われています。この

事実に異議を唱えるおとなはいないと思います。 
 
いま、子どもたちは、親による虐待や養育の放棄、商業主義による子どもの商

品化、浪費や薬物乱用をもたらす社会状況の拡大などのため、危機的といってい

い状況におかれています。私たちの社会の将来を考えるとき、今日の社会に対す

る責任がおとなにあることを改めて考えないわけにはいきません。 
 
私たちの社会はその基本のところで、子どもなど自分自身で生活を維持するこ

との困難な社会的弱者の生活に対する責任を親などの扶養に委ねることにして

います。それですべての子どもが安全で安心な生活を実現することが可能と思わ

れました。しかし、現実は違い、親による養育の放棄や虐待、酷使、浮浪や非行

が頻発しました。 
そのために先人たちは試行錯誤のうちに子どもの存在を一個の人格をもつ、固

有の権利の主体として法的に承認し、子どもと子ども時代を保護し、保障する社

会的な仕組みをつくりあげてきました。児童福祉法や児童虐待防止法、児童憲章、

児童権利宣言、子どもの権利条約などがそれにあたります。 
 しかしながら、子どもたちが子ども時代をなおざりにし、その健全な成長を脅

かすような今日の状況は、その試みがなお十分な成果をあげていないことを示し

ています。いまこそ、私たちおとなには、将来の社会を託す子どもたちに対して、

子どもの権利を保障する十分な環境を提供することが求められています。 
 
 この１年、私たちは豊島区長の委嘱を受け「豊島区子どもの権利に関する条例

（素案）」を構想することに委員それぞれのもてる力をあげて努力し、ここに成

案をえることができました。条例素案策定の過程におきましては、先行自治体の

事例に学び、また区内のさまざまな組織や団体から意見を聴取して進めてきまし

た。関係者の皆様に委員会として感謝の念をお伝えするとともに、私たち委員を

含め、すべてのものの努力が「豊島区子どもの権利に関する条例」としてかたち

になることを期待してやみません。 
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